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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチックの融解点よりも高い温度に加熱された油の中に、上面側から押え付け力を付
加した状態で一定時間浸漬することにより、内部に収容した感染性医療廃棄物ともども滅
菌処理できるように構成した感染性医療廃棄物処理用容器であって、
上記の容器を、上記加熱された油によって溶融可能なプラスチックを用いて、断面積が上
部より底部に向かって次第に狭くなり、且つ、全体が断面略円錐状又は略角錐状を成すバ
ケツ形状に形成すると共に、この容器の外側面の周方向には、上下に間隔をあけて複数条
の薄肉溝を凹設したことを特徴とする感染性医療廃棄物処理用容器。
【請求項２】
容器の上縁口に、容器と同じプラスチックを用いて造った上蓋を装着自在に構成したこと
を特徴とする請求項１記載の感染性医療廃棄物処理用容器。
【請求項３】
容器の上縁口の外周に鍔を突設し、この上縁口に被せる上蓋の内側周面には、上記鍔の上
面に係合し、且つ、上蓋を上から加圧すると、この鍔を上から下方に乗り越えて係合する
ように構成した逆止構造の係止縁を突設すると共に、上記鍔を含む容器の上縁口が嵌込ま
れる上蓋の内部嵌込室を、上下にゆとりも持たせた構造に構成したことを特徴とする請求
項１又は２記載の感染性医療廃棄物処理用容器。
【請求項４】
感染性医療廃棄物を収容した容器を、予め粗めの木綿製袋に収納した状態にして加熱した
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油の中に浸漬するように構成したことを特徴とする請求項１、２又は３記載の感染性医療
廃棄物処理用容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医療現場で発生する注射器や点滴器具と言った各種の要滅菌性排出物（感染性
医療廃棄物）を滅菌し、安全な資源として再利用し易い状態に処理することができる感染
性医療廃棄物処理装置に用いて好適な溶融用の容器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、医療現場で発生する感染性医療廃棄物の滅菌処理には、焼却処理や薬物処理、若し
くは高温・高圧の蒸気処理と言った各種の処理方法が存在するが、焼却処理の場合は、被
処理物の多くがプラスチックで占められている事から、焼却炉を傷めたり、排気にダイオ
キシン等の副生を招いたりする問題があり、また、薬物処理の場合はその取扱いが危険で
、簡単に処理できない問題があった。
【０００３】
加えて、各処理によって生じた副生品の処分には、専門技術や専門の設備が必要であるた
め、個人の医院や一般の看護婦と言った医療関係者では対応しきれない問題があり、その
結果、感染性医療廃棄物に付いては本来滅菌未完了では当該医療施設から搬出不可のもの
でありながら、実施困難の理由から、未処理・未滅菌のまま産業廃棄物処理業者等に渡さ
れて、そのまま不法投棄されたり、極端な場合には海外輸出さえも行われていた。
【０００４】
そこで、本出願人による先の特願平１０－１９６６７１号（特開２０００－７８２０号）
の出願に見られるように、引火点及び発火点がプラスチックの溶融点よりも高い性質を持
つ油を使用し、加熱したこの油の中にその殆どがプラスチックで占められている上記の感
染性医療廃棄物を一定時間浸漬することによって、滅菌及び溶融した後、冷却して固相プ
ラスチックとして回収することが考えられた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記加熱した油を用いて滅菌及び溶融する処理方法は、有害ガスやダイオキシンと言った
危険物質を発生させることなく、感染性医療廃棄物を安全に、且つ、衛生的に処理できる
と共に、比較的簡単な設備を用いて低コストにて処理できる経済性を備えているが、しか
し、感染性医療廃棄物の中には、例えば注射針のような加熱された油では溶融できない金
属類が含まれていて、これ等が処理後の固相プラスチック（プラスチック塊）の外側面に
突出した状態に成っている場合があり、処理後の取り出し作業や、資源活用化への処理作
業中に、これ等突出した注射針等によって作業員が怪我をする場合があって、非常に危険
であった。
【０００６】
また、上記の感染性医療廃棄物を加熱した油に浸漬して滅菌及び溶融処理するに当って、
通常の場合、上記廃棄物の取扱いを簡単にするために容器に入れてこれを処理しているが
、容器はそのまま溶融槽内の加熱された油の中に浸漬されるから、収容した廃棄物の浮き
上がりや飛び出しを防止するために、容器に蓋をする必要がある。しかし、この蓋が容器
の口の上に置いて被せる単なる置き蓋である場合は、加熱油への浸漬時に蓋が外れて収容
した廃棄物が飛び出してしまう問題があり、更に、蓋をロック構造にして容易に外れない
ように構成したものは、コストが高くなって不経済であると共に、溶融に時間が掛って処
理速度が遅くなってしまう問題があった。
【０００７】
更に、上記の蓋を均一壁厚で堅固な密閉構造に造った場合には、加熱によって同伴するガ
スや同伴薬液から気化したガスが突如噴出して、加熱された油を周囲に飛散させる場合が
あって、滅菌処理作業を危険におとしめる問題があり、更には、未溶融の廃棄物が散乱し
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て作業中に怪我をするだけではなく、この廃棄物が溶融槽の底に残ってしまって、清掃に
手間が掛ったり、清掃時に怪我をしたりする問題があった。
【０００８】
従って本発明の技術的課題は、感染性医療廃棄物を加熱した油に浸漬して滅菌処理する時
に、注射針等の危険な金属類が部分溶融したプラスチック塊の外側面に突出しないように
工夫した感染性医療廃棄物処理用容器を提供することである。
【０００９】
更に本発明の他の技術的課題は、容器に被せる蓋として、一度閉めると外れないように構
成した逆止構造のものを使用すると共に、その閉める操作を極めて簡単に行うことができ
、而かも、容器内の液体が気化して膨張しても、これを小粒に分散できるように容器を半
密閉状態に塞ぐことができるようにしたものを使用するように工夫した感染性医療廃棄物
処理用容器を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
（１）　上記の技術的課題を解決するために、本発明では前記請求項１に記載の如く、プ
ラスチックの融解点よりも高い温度に加熱された油の中に、上面側から押え付け力を付加
した状態で一定時間浸漬することにより、内部に収容した感染性医療廃棄物ともども滅菌
処理できるように構成した感染性医療廃棄物処理用容器であって、上記の容器を、上記加
熱された油によって溶融可能なプラスチックを用いて、断面積が上部より底部に向かって
次第に狭くなり、且つ、全体が断面略円錐状又は略角錐状を成すバケツ形状に形成すると
共に、この容器の外側面の周方向には、上下に間隔をあけて複数条の薄肉溝を凹設するよ
うに構成している。
【００１１】
（２）　また、本発明では前記請求項２に記載の如く、容器の上縁口に、容器と同じプラ
スチックを用いて造った上蓋を装着自在に構成している。
【００１２】
（３）　また、本発明では前記請求項３に記載の如く、容器の上縁口の外周に鍔を突設し
、この上縁口に被せる上蓋の内側周面には、上記鍔の上面に係合し、且つ、上蓋を上から
加圧すると、この鍔を上から下方に乗り越えて係合するように構成した逆止構造の係止縁
を突設すると共に、上記鍔を含む容器の上縁口が嵌込まれる上蓋の内部嵌込室を、上下に
ゆとりも持たせた構造に構成している。
【００１３】
（４）　更に本発明では、前記請求項４に記載の如く、感染性医療廃棄物を収容し、且つ
、上蓋を被せた容器を、予め粗めの木綿製袋に収納した状態にして加熱した油の中に浸漬
するように構成している。
【００１４】
上記（１）で述べた手段によれば、感染性医療廃棄物をプラスチック製の容器に収容した
状態で加熱された油の中に浸漬して処理するため、先ず感染性医療廃棄物に先行してこれ
を収容したプラスチック製の容器が部分溶融（一部溶融）し、而かも、上記油による溶融
はプラスチック製の容器を上面側から加圧力を付加して行うと共に、容器の外側面の周方
向には、小さなエネルギーで溶融して破断し易い複数条の薄肉溝を上下に間隔をあけて凹
設し、更に、プラスチック製容器の全体をバケツ形状（テーパー状）に形成している関係
で、プラスチック製容器の溶融に際しては最初に最下段の薄肉溝部分が溶融して、この溝
の上側の外壁が下側の外壁の外側に重なるように押圧降下されるものであって、この溶融
を各薄肉溝毎に行うことによって、感染性医療廃棄物の周囲に複数層に重なったプラスチ
ック製の容器の壁面層を形成することができる。その後、この状態で上記外側の壁面層と
内側の感染性医療廃棄物が加熱した油によって滅菌処理されることになるから、感染性医
療廃棄物の中に注射針のような危険な金属物が混在していても、これが部分溶融されたプ
ラスチック塊の外周面に直接突出することがなく、周面を部分溶融した複数の壁面層がカ
バーして、滅菌処理後のプラスチック塊の取り出しや搬送等の各作業を安全に進めること
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を可能にする。
【００１５】
更に上記（１）で述べた手段によれば、容器の外壁が上述した肉薄溝によって下方から順
番に溶融して崩壊するため、溶融槽内の加熱された油が少量づつ内部の感染性医療廃棄物
に浸透して、油を入れた溶融槽内に置ける熱収支が均等化するだけではなく、発生する水
蒸気も分割されるから、大粒の気泡になることが抑制されて安全であると共に、容器が肉
薄溝の部分で段々に融けて圧搾抵抗を起さないため、処理作業をスピーディに進めること
ができるものであって、処理作業の効率を高めることを可能にする。
【００１６】
上記（２）で述べた手段によれば、プラスチック製の容器の上縁口には、同じくプラスチ
ック製の上蓋を取付け自在に構成しているため、この上蓋の上面に加圧力を付加すること
により、プラスチック製の容器に対して均等に、而かも、複数の壁面層が感染性医療廃棄
物の周囲を完全にカバーするまで加圧力を付加することができると共に、感染性医療廃棄
物の上面をこの上蓋によってカバーできるため、滅菌及び部分溶融したプラスチック塊の
上面側からも注射針等が突出することがなく、取扱い上安全なプラスチック塊に成形する
ことを可能にする。
【００１７】
上記（３）で述べた手段によれば、プラスチック製容器の上縁口に被せる上蓋を一度閉め
ると外れない逆止構造に構成しているため、滅菌処理中に上蓋が開いて感染性医療廃棄物
が散逸することがないので、安全に処理を進めることができ、また、上蓋はワンタッチで
閉めることができ、而かも、閉める時に発する嵌合音を確認しながら作業が出来るため、
作業を確実に行うことを可能にする。
【００１８】
上記（４）で述べた手段によれば、感染性医療廃棄物が付着した液体により気化した水蒸
気を含むガス体の小泡化や分散化が出来て、突沸の危険がなく安全に作業を進めることが
できると共に、容器に収容した感染性の高い使用済み注射器具や点滴器具等の未溶融医療
廃棄物を、散逸させることなく取り出すことができ、且つ、再生資源として一定の形状に
成型し易くすることを可能にする。
【００１９】
以上の如くであるから、上記（１）～（４）で述べた手段によって上述した技術的課題を
解決して、前記従来の技術の問題点を解消することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明に係る感染性医療廃棄物処理用容器の実施の形態を図面と共に説明すると
、図１は本発明に係る容器を溶融する感染性医療廃棄物処理用容器の一例の構成を説明し
た側断面図であって、図中、符号１で全体的に示したのはその処理装置で、５は処理装置
１を構成するキヤビネット型の筐体、１１はこの筐体５の内部１Ｈに設置したプラスチッ
クの溶融槽（滅菌槽）、１２は溶融槽１１内に収容した油Ｂを、以下に述べる本発明に係
るプラスチック製の容器や感染性医療廃棄物の融解点よりも高い温度（例えば２００℃前
後）に加熱することができる加熱用ヒータ、１５は溶融槽１１内に設けた温度センサーで
、ヒータ１２はセンサー１５の温度検知に基づいて、油Ｂを一定の溶融可能な温度に加熱
すると共に、この加熱温度を維持できるように構成されている。
【００２１】
油Ｂとしては、例えば、天ぷら料理の廃食油で、且つ、水分と残滓を濾過・除去した食用
油が使用されるが、実際には、その引火点及び発火点がプラスチックの融解点よりも高い
性質を持つ油（オリーブ油、落花生油、ナタネ油等）であれば、上記以外のものであって
も勿論よく、その選択は任意とする。因みに、不乾性油であるオリーブ油は、比重０．９
１、引火点２２５℃、発火点３４３℃であり、一方、ポリスチロールの融解点は１６０～
１８０℃、比重は１．０～１．３であって、いずれも上記の要件を満たしている。
【００２２】
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１０は筐体５の内部１Ｈに縦設したガイド軸、１３は内部に例えば使用済みの注射器や点
滴器具と言った各種の感染性医療廃棄物ＤＳ（図４参照）を収容した本発明に係るプラス
チック製の容器Ａを、上面に載置して昇降作動する載置台で、全体を篭構造、又は、金網
構造に構成したこの載置台１３は、背面に取付けた吊下杆１３Ｚの上下部分を、上記ガイ
ド軸１０にスライド自在に装着した上下のスライダー１３Ｅ，１３Ｆに夫々取付けること
によって、ガイド軸１０に沿って昇降作動するように構成されていて、降下作動すると、
上記のプラスチック製の容器Ａを搭載した状態のまま前記溶融槽１１の内部に降下して、
プラスチック製の容器Ａを加熱した油Ｂの内部に浸漬することができる仕組に成っている
。
【００２３】
また、１７′は下端部を上記載置台１３の吊下杆１３Ｚに取付けた昇降用のチエーンで、
このチエーン１７′の上端部にはフック１Ｚを用いて牽引紐１９Ａが連結されていて、こ
の牽引紐１９Ａの先端側を、筐体５の上面５１に構築した櫓１Ｙの吊下軸１Ｓに吊下げて
ある滑車１Ｔに掛渡した後、同じく筐体５の上面に設けた巻取りドラム１９に巻付け、且
つ、この巻取りドラム１９を昇降用モータ１８Ｍによって正逆任意の方向に回転して、牽
引紐１９Ａを巻取りドラム１９に巻取ったり、巻戻したりすることにより、上記のチエー
ン１７′を上下動して載置台１３を昇降作動する仕組に成っている。尚、１Ｋは滑車１Ｔ
を吊下軸１Ｓに吊下げるフックを示す。
【００２４】
次に、１６は上記載置台１３の上方に設けたアンビルで、このアンビル１６は、取付アー
ム１６Ｈを介して上記のガイド軸１０にスライド自在に装着したスライダー１６Ａに取付
けられると共に、前記チエーン１７′の途中に取付けたストッパー１７Ｇが、上記取付ア
ーム１６Ｈの底面側に下から係止していて、上記チエーン１７′の上下動に連動して一緒
に昇降作動し、その降下時には、自重によって上記プラスチック製の容器Ａに被せた上蓋
ＡＴの上面を上から押え付ける仕組に成っている。
【００２５】
即ち、上記の載置台１３に上蓋ＡＴを被せたプラスチック製の容器Ａを搭載した状態で、
上記昇降用モータ１８Ｍを巻戻し方向に回転してチエーン１７′を下方に移動させると、
図１に示すようにプラスチック製の容器Ａを搭載した載置台１３とアンビル１６が自重に
よって降下作動し、次いで、載置台１３がプラスチック製の容器Ａと共に溶融槽１１内に
入って、加熱された油Ｂに浸漬する。
【００２６】
この時、チエーン１７′が弛んで係止金具１７Ｇが降下されるため、アンビル１６が自重
によって更に降下してプラスチック製の容器Ａの上蓋ＡＴを上から押え付けて、油Ｂ内へ
の浸漬状態を維持する一方、このアンビル１６による押え付けは、加熱された油Ｂがプラ
スチック製の容器Ａとこの中に収容されている感染性医療廃棄物を滅菌している最中も続
けられる。その結果、載置台１３に載置された状態のまま滅菌及び部分溶融されたプラス
チック塊Ｃは、上からの押圧を受けて図１の左下や図１０に示すように丁度ピザ形状に成
形される。次いで、前記の昇降用モータ１８Ｍを巻取り方向に回転してチエーン１７′を
引上げ作動すると、滅菌及び部分溶融されたプラスチック塊Ｃは載置台１３に載置された
状態を維持したまま、溶融槽１１の上方に引上げることができる。
【００２７】
また、この引上げが開始されると、チエーン１７′の伸張と同時に係止金具１７Ｇが再び
取付アーム１６Ｈの底面に係合してアンビル１６を引上げるため、アンビル１６を図１に
示す上方に開いた位置に先行して上昇させて、載置台１３からプラスチック塊Ｃをアンビ
ル１６に邪魔されることなく、回収装置４の容器４１Ｂ内に容易に回収することができ、
また、この回収時には各プラスチック塊Ｃ…の間に耐熱性の離型板Ｆ…を介在することに
よって、部分溶融したプラスチック塊Ｃの大塊化を防止することができる。
【００２８】
尚、図中Ｅは風冷によってピザ状に固相化したプラスチック塊、７は制御ボックス７１に
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モータ１８Ｍやヒータ１２等の操作ボタン７２…を設けることによって構成した操作盤、
５２は開閉自在に構成した筐体５の点検扉で、５４はそのキヤビネットキー、６は筐体５
に設けた排気装置（換気装置）で、６２はその排気ダクトを示す。
【００２９】
次に、図２は本発明に係る感染性医療廃棄物処理用容器Ａと、その上蓋ＡＴの構造を説明
した一部断面正面図であって、上記の容器Ａは例えば純度９０％以上のポリプロピレンを
用いて構成されていて、その全体は、断面積が上部より底部に向かって次第に狭くなり、
且つ、外形が断面略円錐状又は略角錐状のバケツ形状を成すと共に、その外側面の周方向
には、上下に間隔をあけて少いエネルギーにて溶融可能な複数条の薄肉溝２２Ａ，２３Ａ
，２４Ａが凹設されていて、これ等各薄肉溝２２Ａ，２３Ａ，２４Ａを挟んだ各上下部分
が、容器Ａの本来の肉厚を備えた外壁２２，２３，２４，２５に成っている。
【００３０】
上記の各薄肉溝２２Ａ，２３Ａ，２４Ａは、図２のＸ視部分を拡大した図３の記載から明
らかなように、他の外壁２２，２３，２４，２５の肉厚の略半分以下の肉厚に形成されて
いて、容器Ａを加熱した油Ｂの中に浸漬した時に、これ等外壁２２～２５に先行して溶融
される仕組に成っている。また、容器Ａは載置台１３に搭載され、且つ、上面側をアンビ
ル１６に加圧されながら上から溶融槽１１内の加熱された油Ｂの中に浸漬される関係上、
先ず最下側の薄肉溝２２Ａが溶融して、その上側の外壁２３が下側の外壁２２の外側面を
覆うように押圧降下されるため、容器Ａの下側部を内外の外壁２２，２３によって二重に
カバーするように構成されている。（図７参照）
【００３１】
次いで、下から二段目の薄肉溝２３Ａ、三段目の薄肉溝２４Ａの順番に溶融されて、最終
的には容器Ａの外側壁を内外の外壁２２，２３，２４，２５が重なった四重構造にすると
共に、その上面を上蓋ＡＴで閉じた形状に溶融される仕組に成っている。（図８、図９参
照）
【００３２】
容器Ａの上縁口には、図２に示す様に周面をテーパー面２１Ａとした鍔２１が突設されて
いて、上蓋ＡＴを容器Ａに被せて上から押圧すると、上記の鍔２１が上蓋ＡＴの内側に突
設した係止縁２６のテーパー面２６Ａを乗り越えて内部嵌込室２７内に嵌込まれる逆止構
造に構成されているため、図４及び図６乃至図９に示すように上蓋ＡＴを被せた状態に維
持することができ、且つ、上蓋ＡＴを被せた時にプラスチックの嵌合音を発することがで
きる仕組に成っている。また、上記容器Ａの上縁口（鍔２１）の部分を嵌込む内部嵌込室
２７に、上下にゆとりを持たせることによって、容器Ａの上縁口を半密閉状態に塞ぐこと
ができるように構成されている。
【００３３】
図４、図６乃至図９に於いて、符号ＤＳで示したのは例えば使用済みの注射器や点滴器具
、或は、採血血清シリンジと輸血済みのポリエチレン製袋やチューブと言った各種の感染
性医療廃棄物で、これ等の各廃棄物ＤＳは予め容器Ａ内に収容され、更に、これ等各廃棄
物ＤＳを収容した容器Ａは、上蓋ＡＴを被せた状態で図５に示すように粗めの木綿製袋Ｇ
に収納し、且つ、その口を紐ＧＫにて結着して載置台１３に搭載される。尚、図１、図６
乃至図９にはこの木綿製袋Ｇの記載が存在しないが、これ等は図面の記載を明らかにする
ために便宜的に削除したものである。
【００３４】
図６は上記載置台１３の降下に従って、感染性医療廃棄物ＤＳを収容した本発明に係る容
器Ａの全体が溶融槽１１内の加熱された油Ｂに浸漬された状態を示し、図７はアンビル１
６の加圧によって下から一段目の薄肉溝２２Ａの部分が先行して溶融し、下から一段目の
外壁２２の外側に二段目の外壁２３が押圧降下されて、容器Ａの下側部が内外二重の外壁
２２，２３と成った状態を示し、更に図８は、下から二段目、三段目の各薄肉溝２３Ａ，
２４Ａの部分が順次溶融して、下から二段目の外壁２３の外側に三段目及び四段目の各外
壁２４，２５が順次重なり、収容した感染性医療廃棄物ＤＳの周囲を四重の外壁２２，２
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３，２４，２５によってカバーしている状態を示している。
【００３５】
更に図９は、上蓋ＡＴ及び内部の感染性医療廃棄物ＤＳが次第に加熱された油Ｂによって
滅菌及び部分溶融されると共に、アンビル１６の加圧を受けながら部分溶融されたプラス
チック塊Ｃの全体が、図１０に示すように略ピザ状に押圧成形された状態を示したもので
あって、この様に加熱された油Ｂによって滅菌及び部分溶融されたプラスチック塊Ｃは、
全体の体積を約１／１０以下に減容化された状態に成って、載置台１３の上昇によって溶
融槽１１の上方に取り出され、脱油後に図１に示した回収装置４の容器４１Ｂ内に手動式
又は自動式にて取り込むと共に、この状態で固相化されたプラスチック塊Ｅは、例えば、
油化プラントの原料や、炉還元剤やＲＤＦ原料として効率的に資源化することができる。
【００３６】
尚、前記図１で説明した処理装置１は実施の一例であって、本発明に係る容器Ａを加熱さ
れた油Ｂにて滅菌及び溶融処理できるものであれば、図示した処理装置１以外の処理装置
を用いてもよく、その選択は任意とする。
【００３７】
【実施例】
Ｂ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイルスに汚染された注射針付注射器や、採血済シリンジと
輸血済のポリエチレン製の袋及びチユーブを含む各種のプラスチック製医療排出物（感染
性医療廃棄物ＤＳ）を、３０メッシュ程度の木綿布地製袋Ｇに入れ、これを容量が２０リ
ットルで、上蓋ＡＴを備えた純度９５％ポリプロピレン製容器Ａに収容したものを載置台
１３に搭載し、且つ、上からアンビル１６で押え付けた状態で、溶融槽１１内の１５０±
３℃に加熱した油Ｂ（菜種油系の廃食油４０リットル）に１２分間浸漬することによって
、上蓋ＡＴを含む容器Ａと、これに収容した感染性医療廃棄物ＤＳを略ピザ形状のプラス
チック塊Ｃに滅菌及び部分溶融することができた。
【００３８】
この様に滅菌及び部分溶融されたプラスチック塊Ｃ又はＥからは、その後の７２時間の培
養試験に於いてもウイルス菌の存在は認められず、これを油化した後は、プラスチック塊
Ｃ又はＥの約７０％がＡ重油相当品に再生されて、ボイラー燃料として使用することがで
きた。
【００３９】
【発明の効果】
以上述べた次第で、本発明に係る感染性医療廃棄物処理用容器によれば、滅菌処理前にあ
っては、容器内の感染性医療廃棄物の散逸を確実に防止することができ、滅菌処理中は、
従来の処理に比較して約２倍の高速浸漬化を可能と成し、また、ガスによる突沸の危険が
無くなったので、未溶融物の散逸防止が可能となって、安全に作業を進めることができる
と共に、再生資源として一定の形状化を可能にする利点を発揮することができる。加えて
、滅菌処理後にあっては、溶融槽内に針等の危険な金属類が劣化油層に残ることを抑制で
きるため、作業の安全性と作業効率を高めることができる。
【００４０】
また、滅菌処理によって略ピザ形状に成形された再生資源は、加熱された油によって容器
の外側壁が複数層に重なった状態に溶融されるため、滅菌処理する感染性医療廃棄物の中
に注射針等の危険な金属類が含まれている場合でも、これ等複数層に重なった外側壁がカ
バーして注射針等が外側へ突出することを防止できるものであって、上面に上蓋を被せて
一緒に溶融する点、並びに、容器の全体を粗い木綿製袋に入れて溶融する点、感染性医療
廃棄物の滅菌と溶融を無害な油を用いて行う点と相俟って、滅菌と溶融の各作業と、溶融
後のプラスチック塊の取り扱い作業を安全に、且つ、経済的に行える利点を備えている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る感染性医療廃棄物処理用容器を滅菌及び溶融処理するための処理装
置の一例を示した側断面図である。
【図２】本発明に係る感染性医療廃棄物処理用容器の一部断面正面図である。
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【図３】図２のＸ視部分を拡大して示した断面図である。
【図４】内部に感染性医療廃棄物を収容した本発明に係る容器の一部断面正面図である。
【図５】本発明に係る容器を粗い木綿製袋に収容した状態を説明した構成図である。
【図６】感染性医療廃棄物を収容した本発明に係る容器を加熱された油に浸漬している状
態を説明した正面図である。
【図７】加熱された油によって最下段の薄肉溝が溶融された状態を説明した正面図である
。
【図８】加熱された油によって全ての薄肉溝の部分が溶融されて壁板が四重に成った状態
を説明した正面図である。
【図９】加熱された油による溶融が進んで容器と内部に収容した感染性医療廃棄物が滅菌
及び部分溶融されている状態を説明した正面図である。
【図１０】滅菌及び部分溶融されたプラスチック塊の外観を示した正面図である。
【符号の説明】
Ａ　　　　　　　プラスチック製の容器
ＡＴ　　　　　　上蓋
Ｂ　　　　　　　油
Ｃ　　　　　　　プラスチック塊
Ｅ　　　　　　　固相化したプラスチック塊
ＤＳ　　　　　　感染性医療廃棄物
Ｇ　　　　　　　粗めの木綿製袋
１６　　　　　　アンビル
２１　　　　　　鍔
２１Ａ　　　　　テーパー面
２２，２３，２４，２５　　　　　外壁
２２Ａ，２３Ａ，２４Ａ　　　　　薄肉溝
２６　　　　　　係止縁
２６Ａ　　　　　テーパー面
２７　　　　　　内部嵌込室
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